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第２３回熊本県新型コロナウイルス感染症対策本部会議 

【２／１５ 知事訓示】 
 
【取組みの経緯・県民への感謝】 

○ 本県では、１月１４日から「県独自の緊急事態宣言」を発令し、県全域の

全ての飲食店に対する営業時間の短縮や、県民の皆様に対する不要不急の

外出自粛などを要請して参りました。 

 

○ この取組みにより、１月中旬に１日当たり７０名を超えていた新規感染

者は、１月３１日以降、一桁となる日が続いており、大幅に抑えることがで

きました。 

 

○ しかし、緊急事態宣言の延長の可否について判断を行った２月５日時点

では、国の示す６指標のうち、病床使用率は、依然として「ステージ３」の

状況となっていました。 

 

○ そのため、専門家の御意見などを踏まえ、安定的な医療提供体制を確保

することを第一に、「県独自の緊急事態宣言」を２月２１日まで、２週間延

長することとしました。 

 

○ 県民・事業者の皆様には、御理解と御協力をいただいていることについ

て、深く感謝いたします。 

 

 

【医療提供体制の確保】 

○ 県内の新規感染者が大幅に減少したことに伴い、病床使用率も改善しま

した。昨日時点では、県全体で１７．１％、熊本市でも１８．９％となって

おり、医療機関への負担も一定程度軽減していると考えています。 

 

○ 県では、これまで医療提供体制の強化に全力で取り組んで参りました。

その結果、医療機関の御協力により、２月１０日には受入病床を３３床追

加し、現在、確保病床は４７３床となりました。 

 

○ 指標は大きく改善しましたが、今後とも、医療機関をはじめ、関係者の皆

様と連携・協力しながら、更なる病床の確保に努め、引き続き、安定的に医

療が提供できる体制確保に、全力で取り組んで参ります。 

 

 

【県独自の緊急事態宣言の解除】 

○ このように県民・事業者の皆様の御協力で、「尾身３基準」はすべて達成

したと考えます。 
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○ そのため、専門家の御意見を踏まえ、「県独自の緊急事態宣言」は２月

１７日をもって終了し、１８日から解除いたします。 

 

○ これに伴い、熊本市中心部の酒類を提供する飲食店に対する営業時間の

短縮要請についても、２月１７日までとします。 

 

○ 事業者の皆様には、多大な御負担をお掛けしましたが、厳しい要請に御

理解・御協力いただいたことに、改めて感謝申し上げます。 

 

 

【第４波への備え】 

○ 今回の、いわゆる「第３波」では、県内でも感染が急速に拡大しました。 

 

○ １２月１４日に「リスクレベル５」に引き上げましたが、２週間後の１２

月２９日には、国が示す「ステージ３」に達しました。 

 

○ さらに、それから２週間後の１月１１日には、「ステージ４」に達するな

ど、感染が加速度的に拡大しました。 

 

○ このように感染の拡大が始まってから、１カ月程度で「ステージ４」に達

することとなりましたが、今後、これまで以上のスピードで感染が拡大す

る可能性もあります。 

 

○ そのため、再増加の傾向が確認された場合、これまでよりも早いタイミ

ングで、強い対策を迅速に講じる必要があると考えています。 

 

○ 具体的には、新規感染者が「リスクレベル５」の基準に達し、かつ熊本市

中心部の飲食店における感染が増加していることが確認され、そこからの

波及が考えられる場合などには、対象を絞って、時短要請などの強い措置

を実施することとします。 

 

○ 更に感染が拡大し、県全域が「ステージ３」に達した場合、不要不急の外

出自粛要請や、県全域の時短要請など、追加の対策を実施することとしま

す。 

 

○ このように、強い対策を実施するタイミングを、これまでよりも早め、感

染の爆発的増加を防ぎたいと考えています。 

 

○ また、感染が落ち着いている今の時期に、保健所や医療機関が連携した

「医療提供体制の再構築」や、病床の更なる確保、新たな宿泊療養施設の開

設を進めて参ります。 
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○ これにより、感染拡大時においても十分に対応できる医療提供体制の拡

充につなげて参ります。 

 

○ 昨日、国内初の新型コロナウイルスのワクチンが正式に承認されました。

今後、接種に向けた準備が本格化することになります。 

 

○ 本県においても、早期接種に向けて、市町村や医療関係機関などと連携

し、しっかり準備を進めて参ります。 

 

 

【県民の皆様へのお願い】 

○ 最後に、県民の皆様へのお願いです。 

 

○ 県独自の緊急事態宣言は解除いたしますが、コロナが収束した訳ではあ

りません。警戒感が緩み、基本的な感染防止対策がおろそかになると、また

感染が拡大する恐れがあります。 

 

○ 感染拡大を抑え、医療現場への負担を軽減させるため、引き続き、気を緩

めることなく、お一人お一人が「感染しない」、「感染させない」と強く意識

し、行動していただくことが重要です。 

 

○ 県民の皆様には、引き続き、感染が流行している地域への移動を控えて

ください。 

 

○ また、わずかでも発熱等の症状がある場合、仕事などを休み、すぐに医療

機関を受診してください。 

 

○ 御友人などと会食する際は、「会食時の感染リスクを下げる４つのステッ

プ」を遵守してください。 

 

○ 感染拡大防止を図りながら、社会経済活動も維持していくことが必要で

す。ポストコロナの新たな熊本県を県民一丸となって、創造していきまし

ょう。 

 

 

（以上） 


